
提

出

者

鈴

木

宗

男

平
成
十
八
年
三
月
十
七
日
提
出

質

問

第

一

五

七

号

外
務
省
職
員
等
の
飲
酒
対
人
交
通
事
故
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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外
務
省
職
員
等
の
飲
酒
対
人
交
通
事
故
に
関
す
る
質
問
主
意
書

外
務
省
在
外
職
員
の
飲
酒
対
人
交
通
事
故
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
八
年
一
月
二
十
三
日
に
質
問
主
意
書
を
提
出
し
、
内
閣
か

ら
同
年
同
月
三
十
一
日
付
で
答
弁
書
を
受
領
し
、
同
年
二
月
十
五
日
に
再
質
問
主
意
書
を
提
出
し
、
内
閣
か
ら
同
年
同
月
二
十

四
日
に
答
弁
書
（
以
下
、
「
第
二
回
答
弁
書
」
と
い
う
。
）
を
受
領
し
、
更
に
同
年
三
月
六
日
に
第
三
回
質
問
主
意
書
を
提
出

し
、
同
年
同
月
十
四
日
に
答
弁
書
を
受
領
し
た
（
以
下
、
「
第
三
回
答
弁
書
」
と
い
う
。
）
。
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
、
更
に
追

加
質
問
す
る
。

一

「
第
三
回
答
弁
書
」
で
、
一
九
九
二
年
九
月
二
十
七
日
に
モ
ロ
ッ
コ
王
国
に
お
い
て
飲
酒
状
態
で
自
動
車
を
運
転
し
、
人

の
死
亡
に
係
わ
る
交
通
事
故
を
起
こ
し
た
外
務
省
職
員
の
処
分
が
停
職
一
カ
月
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
が
、
当

時
、
外
務
省
は
い
か
な
る
基
準
に
基
づ
い
て
当
該
職
員
に
こ
の
よ
う
な
処
分
を
行
っ
た
か
。
「
第
二
回
答
弁
書
」
に
お
い

て
、
政
府
は
「
外
務
省
と
し
て
、
こ
の
処
分
に
関
す
る
当
時
の
判
断
は
、
妥
当
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
」
と
答
弁
し
て
い
る

が
、
当
時
の
判
断
を
妥
当
と
す
る
具
体
的
根
拠
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
い
。

二

「
第
三
回
答
弁
書
」
で
、
一
九
九
九
年
十
二
月
十
八
日
、
任
国
に
お
い
て
飲
酒
状
態
で
自
動
車
を
運
転
し
、
人
の
死
亡
に

係
わ
る
交
通
事
故
を
起
こ
し
た
外
務
省
職
員
の
処
分
が
停
職
一
カ
月
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
が
、
当
時
、
外
務
省

一



は
い
か
な
る
基
準
に
基
づ
い
て
当
該
職
員
に
こ
の
よ
う
な
処
分
を
行
っ
た
か
。
「
第
二
回
答
弁
書
」
に
お
い
て
、
政
府
は

「
外
務
省
と
し
て
、
こ
の
処
分
に
関
す
る
当
時
の
判
断
は
、
妥
当
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
」
と
答
弁
し
て
い
る
が
、
当
時
の

判
断
を
妥
当
と
す
る
具
体
的
根
拠
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
い
。

三

外
務
省
が
懲
戒
処
分
を
行
っ
た
職
員
に
関
し
、
氏
名
や
所
属
部
局
や
在
外
公
館
を
明
ら
か
に
す
る
場
合
と
秘
匿
す
る
場
合

が
あ
る
と
承
知
す
る
が
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
基
準
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
か
。

四

「
第
三
回
答
弁
書
」
に
お
い
て
、
一
九
九
二
年
九
月
二
十
七
日
以
降
、
国
家
公
務
員
（
国
会
及
び
裁
判
所
の
国
家
公
務
員

並
び
に
外
務
公
務
員
を
除
く
。
）
が
酒
酔
い
又
は
酒
気
帯
び
の
状
態
で
自
動
車
を
運
転
し
て
起
こ
し
た
、
人
（
当
該
国
家
公

務
員
を
除
く
。
）
の
死
亡
に
係
わ
る
交
通
事
故
は
三
十
四
件
で
あ
り
、
こ
の
う
ち
、
懲
戒
免
職
処
分
が
行
わ
れ
た
も
の
は
十

三
件
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
が
、
当
該
国
家
公
務
員
の
所
属
官
庁
、
事
故
発
生
年
月
日
、
処
分
日
、
処
分
の
内
容

を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
停
職
の
場
合
は
そ
の
期
間
、
減
給
の
場
合
は
そ
の
率
も
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

五

読
売
新
聞
二
〇
〇
六
年
三
月
十
五
日
朝
刊
は
以
下
の
記
事
を
掲
載
し
て
い
る
。

「
外
務
省
が
、
海
外
で
飲
酒
運
転
し
て
死
亡
事
故
を
起
こ
し
た
職
員
二
人
の
処
分
を
、
『
停
職
一
か
月
』
で
済
ま
せ
て
い

た
こ
と
が
、
十
四
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
、
鈴
木
宗
男
衆
院
議
員
（
新
党
大
地
）
の
質
問
主
意
書
に
対
す
る
政
府
答
弁
書
で

二



明
ら
か
に
な
っ
た
。

一
件
は
九
二
年
九
月
、
モ
ロ
ッ
コ
の
首
都
ラ
バ
ト
市
で
、
職
員
が
飲
酒
運
転
で
帰
宅
途
中
、
タ
ク
シ
ー
に
追
突
し
、
そ
の

弾
み
で
ス
ク
ー
タ
ー
の
現
地
人
を
死
亡
さ
せ
た
。
も
う
一
件
の
国
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
が
、
別
の
職
員
が
九
九
年
十

二
月
、
飲
酒
運
転
で
清
掃
車
に
追
突
し
、
乗
っ
て
い
た
清
掃
作
業
員
を
死
亡
さ
せ
た
。
二
人
は
現
在
も
外
務
省
に
籍
を
置
い

て
い
る
。

人
事
院
が
二
〇
〇
二
年
に
改
定
し
た
国
家
公
務
員
の
『
懲
戒
処
分
の
指
針
』
で
は
、
飲
酒
運
転
に
よ
る
死
亡
事
故
を
起
こ

し
た
場
合
は
懲
戒
処
分
で
最
も
重
い
『
免
職
』
が
妥
当
と
し
て
い
る
。
事
故
発
生
当
時
は
こ
う
し
た
指
針
が
な
く
、
各
省
が

独
自
に
処
分
を
決
め
て
い
た
。

外
務
省
人
事
課
は
『
同
じ
事
故
が
今
起
き
れ
ば
、
こ
の
基
準
で
処
分
を
決
め
る
だ
ろ
う
が
、
当
時
の
処
分
を
今
の
基
準
で

評
価
す
る
の
は
フ
ェ
ア
で
は
な
い
。
当
時
ど
う
や
っ
て
処
分
を
決
め
た
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
過
去
の
例
な
ど
を
も
と
に
決

め
た
と
思
う
』
と
話
し
て
い
る
。

答
弁
書
に
よ
る
と
、
九
二
年
九
月
以
降
に
他
省
庁
の
国
家
公
務
員
が
飲
酒
運
転
で
起
こ
し
た
死
亡
事
故
は
三
十
四
件
で
、

こ
の
う
ち
十
三
件
で
免
職
と
な
っ
て
い
る
。
」

三



（
�
）

外
務
省
人
事
課
職
員
が
「
同
じ
事
故
が
今
起
き
れ
ば
、
こ
の
基
準
で
処
分
を
決
め
る
だ
ろ
う
が
、
当
時
の
処
分
を

今
の
基
準
で
評
価
す
る
の
は
フ
ェ
ア
で
は
な
い
。
当
時
ど
う
や
っ
て
処
分
を
決
め
た
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
過
去
の

例
な
ど
を
も
と
に
決
め
た
と
思
う
」
と
の
発
言
を
し
た
こ
と
は
事
実
か
。

（
�
）
（
�
）
が
事
実
な
ら
ば
、
こ
の
発
言
を
行
っ
た
職
員
の
官
職
氏
名
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
�
）
（
�
）
の
発
言
は
外
務
省
の
公
式
の
立
場
を
反
映
し
た
も
の
か
。

（
�
）

外
務
省
人
事
課
職
員
が
述
べ
た
と
さ
れ
る
「
当
時
の
処
分
を
今
の
基
準
で
評
価
す
る
の
は
フ
ェ
ア
で
は
な
い
」
と

の
見
解
は
社
会
通
念
上
妥
当
か
。

右
質
問
す
る
。

四


